
ＪＲの運賃割引を受けていただく際のフローチャートです。 

ご自身の希望に応じて、以下のフローで手続きが必要かを確認してください。 

 

  

 

 

 

    

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

  

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

※手帳の更新申請には３か月程度かかります。できるだけ早く更新申請をしてください。 

※手帳の再交付申請には２～３週間程度かかります。 

※有効期限が切れた手帳では割引を受けることができません。 

 

有効期限が切れている 
有効期限から３か月

以上経過している 

いいえ 

いいえ 

手帳の更新申請をしてく

ださい 

してください 

手帳の新規申請をして

ください 

してください 

手帳に写真が貼って 

ある 

ＪＲの運賃割引を希望される場合は顔写真(縦４センチ、横

３センチ)を準備し再交付申請をしてください 

その他の交通機関の運用は利用する会社にご確認ください 

いいえ 

はい 

はい 

『第１種』『第２種』の表記を希

望する 

交通運賃の割引を希望している 

いいえ 

手続きの必要なし 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

今必要な手続きはありません 

有効期限が近づいたら更新申請をしてくだ

さい 

障害福祉課窓口に手帳を持参し

てください 


